
 
 
 
 
 

   「小石川水系河川整備計画（原案）」，「塩田川水系河川整備計画（原案）」及び    
   「関根川水系河川整備計画（原案）」について， 

関係住民の皆様から頂いたご意見に対する茨城県の考え方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

茨城県 土木部 河川課 
 

本資料は，「小石川水系河川整備計画（原案）」，「塩田川水系河川整備計画（原案）」及び「関根川
水系河川整備計画（原案）」について関係する住民の皆様からいただいたご意見に対する茨城県の
考え方を示したものです。 
 



 
意見者 いただいたご意見の概要 茨城県の考え方 

住民１ 

 

 

 
日立市十王町友部 鹿島谷地区付近の竜子田橋付近の

親水ゾーンのメンテナンスがされておらず，荒れ果てた

状態になっています。 
１． 浚渫されないため，川底の石畳が見えない。 
２． 上流から流れ着いた巨石がある。石自体が不安定で

子どもが遊ぶ環境として非常に危険である。 
３． 川に降りるための階段上の護岸があるが，一番下の

階段タイルはほぼすべてはがれており，その他の階

段の箇所もはがれている箇所がある。また，増水時

等で堆積した土砂が階段にもある。 
４． 周辺の土手が雑草及び雑木が繁茂し，見通しが悪

い。 
 
 

親水ゾーンとして整備した箇所であるにもかかわら

ず，定期的なメンテナンスがないため，現状は荒れ果て

た場所になっている。 
 ぜひ整備計画に親水ゾーン整備を入れて，親子が遊ぶ

環境として再整備し，定期的なメンテナンスを実施して

ほしい。 
 

 
１・３について 
堆積土砂（浚渫）については、治水上支障がある場合など、整

備目的を踏まえ適切に対応してまいります。 
 
２・３・４について 

現地の状況を踏まえ，適切に維持管理を行ってまいります。 

 

左記，ご意見の趣旨につきましては，本文原案 15 頁「第 3 節 5. 
河川環境の整備と保全に関する目標」においても記載しており，

今後とも水系一貫で良好な河川環境整備に取り組んでまいりま

す。 

 
 
 
 
 



 
 

意見者 いただいたご意見の概要 茨城県の考え方 

住民２ 

 

 

 
河川整備計画の対象区間は関根川 7.85km，関根前川

5.5km，河川工事の施工箇所は関根川 4.5km と対象区間

と施工箇所に差が生じていますので，河川工事の施工場

所を対象区間すべてに延長すべきとあると思います。 
 計画期間を区切り，最終的にすべて対象区間とするの

であれば理解できますが，計画期間が 30 年間と長期で

あれば対象区間すべてを工事区間にすべきと考えます。

なお，対象区間は維持管理等を含めて総合的に判断され

ている県管理区間とのことであり，施工場所からは除外

できないと考えます。今でも，関根川は，関根前川との

合流点より上流（（原案）対象区間外）に川底より樹木

が生えて川幅が狭くなったり，石垣の崩れている所があ

り，早急の改修を要望している個所があるのが現状で

す。 
 これからも，関根川及び関根前川流域に住んでいる方

（市民の約 6 割）が，安全で安心して暮らせるように河

川の整備，維持管理をよろしくお願いいたします。 

 
今後，整備を進めていく計画期間 30 年におきましては，県内の

被害や改修の状況等のバランスをみながら，計画的に進めてまい

ります。 

今後，4.5km 区間の河道整備を進め，整備の進捗を考慮しながら，

必要に応じて，上流区間へと移行してまいります。 

 

また，関根前川との合流点より上流部につきましては，現状の河

道状況を踏まえ，適切に維持管理を行ってまいります。 

 


